
朝霞市規則第９号 

朝霞市会計年度任用職員等の任用、勤務条件等に関する条例施行規則の

一部を改正する規則 

朝霞市会計年度任用職員等の任用、勤務条件等に関する条例施行規則（令和

２年朝霞市規則第２０号）の一部を次のように改正する。 

第１８条第２項第１８号中「又は疾病」を「若しくは疾病又は通勤による負

傷若しくは疾病」に改め、同条第６項中「第５号」を「第６号」に、「第１０

号」を「第１２号」に、「、第１６号」を「から第１７号まで」に改める。 

別表第１から別表第４までを次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

 職種区分 時間額

 事務補助員 １，２２７円

 市民活動支援ステーション事務補助員 １，２２７円

 障害認定調査員 １，８３４円

 就労支援専門員 １，５２３円

 手話通訳者 １，３３６円

 介護認定調査員 １，８３４円

 介護支援専門員 １，８３４円

 ケアプランチェック指導員 １，８９６円

 生活支援コーディネーター １，８９６円

 レセプト点検員 １，２６４円

 母子父子自立支援員 １，４２０円

 子育て支援センター相談員 １，２２７円

 児童グループ指導補助員 １，２２７円

 用務員 １，２２７円

 給食調理補助員 １，２２７円

 看護師 １，８１３円

 准看護師 １，５６４円

 保育士 １，４５４円

 子育て支援員 １，３００円

 保育補助員 １，２２７円

 栄養士 １，３６７円

 管理栄養士 １，５８５円

 歯科衛生士 １，７９２円



別表第２（第３条関係） 

 建築・開発相談員 １，３６７円

 交通指導員 １，２９５円

 給食配膳員 １，２２７円

 特別支援学級補助員 １，２２７円

 学校図書館支援員 １，２２７円

 代替教員 １，５２３円

 学校業務アシスタント １，２２７円

 ＩＣＴ支援員 １，２２７円

 スクールサポーター １，５８５円

 低学年補助教員 １，５８５円

 さわやか相談員 １，５８５円

 ＳＳＲサポーター １，５８５円

 理科支援員 １，２２７円

 サポート相談員 １，２２７円

 ＳＳＲアシスタント １，２２７円

 キッズサポーター １，２２７円

 主任給食調理員 １，３２７円

 給食調理員 １，２６４円

 学芸員（文化財課事務） １，３１５円

 司書（図書館事務） １，３１５円

 文化財調査員 １，３００円

 資料・図書整理員 １，２２７円

 公民館事務補助員 １，２２７円

 職種区分 日額 備考

 家庭児童相談員 ９，１１９円 １日当たりの勤務時間は、

５時間３０分

 教育相談員 １２，２９１円 １日当たりの勤務時間は、

７時間４５分

 ファミリー・サポ

ート・センターア

ドバイザー

９，１３８円 １日当たりの勤務時間は、

６時間

 配偶者暴力相談支

援センター相談員

１１，３８９円 １日当たりの勤務時間は、

７時間



別表第３（第３条関係） 

別表第４（第３条関係） 

別表第６に次のように加える。 

　　　附　則 

（施行期日） 

１　この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

　（経過措置） 

２　この規則による改正後の別表第１から別表第４まで及び別表第６の規定は、

この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬から適用し、同日前の勤務に係る

 女性総合相談員 １１，３８９円

 こども人権相談員 １１，３８９円

 福祉相談支援員 １１，３８９円

 職種区分 月額 備考

 事務補助員 １６８，６００円 １週間当たりの勤務時間

は、３０時間  管理栄養士 ２３６，０４０円

 公民館事務補助員 １７８，６８０円

 社会教育指導員 １２７，７８２円 １週間当たりの勤務時間

は、２３時間１５分

 内職相談員 ６７，９６８円 １週間当たりの勤務時間

は、１２時間

 職種区分 支給区分 報酬の額 備考

 助産師 月額 ２９３，４００円 １週間当たりの勤

務時間は、３０時

間

 看護師 月額 ３１９，０６０円 １週間当たりの勤

務時間は、３５時

間

 英語指導助手 月額 ３８７，５２０円

 消費生活相談員 日額 １２，２８０円 １日当たりの勤務

時間は、５時間

 生活保護面接相

談員

日額 １４，５８１円 １日当たりの勤務

時間は、７時間

 助産師・保健師 時間額 ２，０１０円

 給食調

理員

月額 １９９，

９００円

２０３，

３００円

２０６，

７００円

２０９，

９００円

２１３，

０００円



報酬については、なお従前の例による。


